
介護保険サービスの利用者負担と
サービス利用上限額の変更について
　平成26年 4月から消費税率が 5％から 8％へ変更と
なりますが、介護報酬は非課税のため、介護サービス施
設・事業所に実質的な負担が生じることが考えられま
す。その消費税対応分を補うため、介護報酬を全体で
平均0.63％上乗せするよう改定されました。それに伴
い、利用者が支払う利用者負担も変更になります。
　また、主な在宅サービスは 1ヶ月に介護保険で利用
できる上限額（支給限度額）が決められていますが、介
護報酬の上乗せ対応を行うことで、今までと同じサービ
スを利用していても、上限を超える利用者が出てくるこ
とから、利用者の負担が増えないように支給限度額も引
き上げることになります。
●利用者負担（介護報酬）の変更

　例 : おもなサービスの利用者負担（要介護 2の場合）

サービス名 これまでの
利用者負担

H26.4月からの
利用者負担

通所介護
（ 7時間以上 9時間未満） 811円/日 817円/日

訪問介護
（身体介護中心で20分以上30分未満） 254円/日 255円/日

通所リハビリテーション
（ 6時間以上 8時間未満） 821円/日 829円/日

短期入所
（介護老人福祉施設・併設型・多床室） 751円/日 755円/日

※具体的な金額を知りたい場合は、担当ケアマネジャー
か福祉課介護保険係までお問い合わせください。

●サービス利用上限額（支給限度額）の変更

これまでの支給限度額 H26.4月からの
支給限度額

要支援 1 4万9,700円 5万0,030円
要支援 2 10万4,000円 10万4,730円
要介護 1 16万5,800円 16万6,920円
要介護 2 19万4,800円 19万6,160円
要介護 3 26万7,500円 26万9,310円
要介護 4 30万6,000円 30万8,060円
要介護 5 35万8,300円 36万0,650円

問 合 せ　福祉課 介護保険係（内線 155・156）　

ＮＨＫ学園 生徒募集中！
　ＮＨＫ学園では、通信制の高等学校普通科、および生
涯学習通信講座の生徒・受講者を募集しています。まず
は、無料の案内書をご請求ください。
広域通信制 ＮＨＫ学園高等学校普通科

概　　要

全国どこからでも入学可能。
ＮＨＫのテレビ・ラジオの放送を利用した特
色のある教育課程で、3年間で高校卒業資格
を取得できます。登校は月に1～ 2回です。

履修年数 3 年（ただし、転編入あり）

募集対象
中学校を卒業した方、または2014年 3月
に卒業見込みの方。高等学校中退者他。

出願・
申込方法

ご請求により入学案内書と願書をお届け。
出願受付順に書類選考と面接を行います。

願書・申込
受付期限

一般入学 : 4月30日（水）まで

ＮＨＫ学園 生涯学習通信講座

概　　要

趣味・教養から語学・資格まで、幅広いジャン
ルの講座が200コース以上あります。通信
講座で新しい趣味・スキルを身につけてみ
ませんか。（主な講座:俳句、短歌、書道、ペン
字、写経、水彩画、絵手紙、写真、エッセイ、古
文書、漢方・薬膳、ハーブ、折り紙、ハングル、
中国語、スポーツリーダー養成講座など）

履修年数
受講期間 : 3 ヶ月～ 1年
（講座によって異なります）

募集対象 一般

出願・
申込方法

ご請求により案内書をお届け。お葉書、お
電話、FAX、ホームページからお申込みいた
だけます。

願書・申込
受付期間

通年申込受付

※案内書の請求は下記まで。詳細についてもお気軽にお
問い合わせください。

資料請求／問合せ

〒186－8001　東京都国立市富士見台2－36－2
ＮＨＫ学園　☎ 042－572－3151
案内書請求フリーダイヤル　☎ 0120－06－8881
FAX 042－574－1006
ホームページ　http://www.n-gaku.jp

日曜電話相談の受付開始について
　県消費生活センターでは、平日の午前 9時から午後
5時まで、専門の相談員がみなさんの消費生活に関す
る相談をお受けしています。4月6日（日）から日曜日の
相談の受付けを開始します（日曜日は電話相談のみ）。お
気軽にご相談ください。
相談時間　平日 : 9 : 00 ～ 17 : 00

日曜 : 9 : 00 ～ 17 : 00（電話相談のみ）
【4月6日～】
※土曜日、祝日、年末年始を除く。

場　　所　県消費生活センター（水戸合同庁舎内）
（水戸市柵町1－3－1）

料　　金　通話料のみ相談者負担
問 合 せ　県消費生活センター　☎ 224－4722

「バラに囲まれた結婚式」の挙式希望者募集
　県フラワーパークでは、1日 1組限定で「バラに囲ま
れた結婚式」の挙式希望者を募集します。結婚を控えた
カップルの皆様、是非、一生の思い出に「バラに囲まれ
た結婚式」をご検討ください！
挙式期間　5月24日（土）～ 6月22日（日）

※上記期間以外にも受け付けますが要相談。
挙式場所　県フラワーパーク内
対　　象　結婚式を挙げるカップル

※詳細は県フラワーパークへお問い合わせください。
問 合 せ　県フラワーパーク　☎ 0299－42－4111

青少年への入れ墨（タトゥー）禁止
　茨城県では「茨城県青少年の健全育成等に関する条
例」により、青少年に入れ墨（タトゥー）をしたり、さ
せたりする行為を禁止しています。
　青少年の入れ墨防止に向け、皆さまのご理解とご協力
をお願いいたします。
※青少年 : 18歳未満の者
※違反した場合 : 50万円以下の罰金
ＨＰ 『茨城県入れ墨防止』で検索

問 合 せ　茨城県女性青少年課　☎ 301－2183

「行政書士無料相談」4月15日（火）13 : 00 ～ 16 : 00 役場 1階ロビー
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